
議案第１号 

 

町民バス循環線の新設について 

 

１ 趣旨・目的 

  令和元年９月29日の新大槌トンネル開通に伴い、災害公営住宅等により人口が増えたエリア

と、商業施設や医療施設など町の主要施設を循環するバス（循環線）を新設するもの。 

  なお、今年度は試験運行として位置づけ、来年度の本格運行に向けて引き続きダイヤ再編等

検討する予定。 

 

２ 運行内容（案） 

（１） 対象 

   どなたでも利用可能 

（２） 運賃 

   200円均一。ただし、障害者手帳をお持ちの方や妊婦の方は半額とし、高校生以下は無料。 

（３） 運行日 

   月曜・火曜・木曜の週３日 

   （医療施設 県立大槌病院の外来診療が複数科となる月曜日と木曜日、また町内の大規模商

業施設ショッピングセンターマストの定休日前日である火曜日に運行する。） 

（４） 運行本数 

  １日10本（右回り５本、左回り５本）  

※循環線時刻表（案）は資料１-１のとおり 

（５） 運行経路（左回り経路） 

   大槌駅⇒役場前⇒城内⇒祝田住宅⇒公園前⇒桜木町⇒マスト前⇒生井沢入口⇒植田医

  院前⇒県立大槌病院前⇒臼沢橋⇒（新大槌トンネル）⇒郵便局前⇒大ケ口一丁目町営

  住宅前⇒源水⇒県営屋敷前アパート⇒きらり商店街⇒松の下⇒おしゃっち前⇒大槌駅 

   ※運行経路図は資料１-２のとおり 

（６）運行開始予定日 

  令和元年 12月 16日（月） 

 


